
【承認：令和５年１２月２２日】 

【直近の軽微変更：令和７年 １月１０日】 

調査計画全文 

１ 調査の名称（■特定一般統計調査 □その他の一般統計調査） 

海外事業活動基本調査 

２ 調査の目的 

我が国企業の海外事業活動の現状と海外事業活動が現地及び日本に与える影響を把握することによ

り、今後の産業政策及び通商政策の運営に資するための資料を得ることを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

海外に現地法人を有する我が国企業のうち、次に掲げる企業を除く企業 

・日本標準産業分類に掲げる大分類Ｊ‐金融業、保険業に属する企業

・同分類に掲げる大分類Ｋ－不動産業、物品賃貸業のうち、中分類68‐不動産取引業及び69‐不動産賃

貸業・管理業に属する企業

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

約１０，０００社 

（２）報告者の選定方法（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

前年の調査結果及び経済産業省企業活動基本調査結果並びに調査実施時期に利用可能な最新の民間情報

を母集団情報として、調査対象の範囲に示した企業の全数を報告者とする。 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は別添１参照） 

①本社企業調査票 

企業の概要、企業の操業状況等、雇用の状況、損益計算書項目、現地法人からの受取収益 

②現地法人調査票 

現地法人の概要、出資状況、操業状況、解散、撤退、出資比率の低下の時期、雇用の状況、事業活動の状



況、費用、収益・利益処分、研究開発の状況、設備投資の状況 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■ 

・「企業の名称」、「所在地」及び「現地法人名」は、次回調査の母集団情報の整備のために用いるもの

であり、集計は行わない。 

・「法人番号」は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために用いるもの

であり、集計は行わない。 

・「消費税の取扱」及び「決算月」は、報告された損益計算書項目等の内容の審査で用いるものであり、

集計は行わない。 

・「経済産業省企業活動基本調査の提出」は、左記調査からのデータ移送作業を行うために用いるもので

あり、集計は行わない。 

・「子会社孫会社の別」は、報告された現地法人が調査対象か判断するために用いるものであり、集計は

行わない。 

（２）基準となる期日又は期間 

毎年３月３１日現在 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

経済産業省－民間事業者－報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム ■電子メール）  

□調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

ア 調査票の送付及び回収 

経済産業省から調査事務を委託した民間事業者が、報告者に対して郵送により、調査票及びオンラ

イン調査回答用のＩＤ・パスワードを配布する。 

報告者は、郵送された調査票に記入し、民間事業者に郵送により回答を提出するほか、政府統計共

同利用システムを利用して回答することができる。 

報告者から要望があれば、民間事業者は、調査票の様式を格納した電磁的記録媒体等を郵送又は電

子メールで配布し、報告者は、回答を当該様式に記録し、郵送により提出すること又は入力済の電子

調査票を電子メールにより提出することができる。 

なお、オンラインによる提出の際には、調査対象者ＩＤ及びパスワードを付与する等のセキュリテ

ィ対策をとる。 

民間事業者への委託内容：調査関係用品の発送、調査票の取集、督促、疑義照会 



イ 他統計調査からのデータ移送

原則として、報告者となる企業のうち経済産業省企業活動基本調査規則（平成４年通商産業省令第

56号）第５条に規定する企業に該当するものについては、前記５（１）①のうち「損益計算書項目」

の「売上高」及び「うち輸出高」については、前記６（２）のアにかかわらず、経済産業大臣が、同

規則第11条第１項の規定により経済産業大臣に提出された経済産業省企業活動基本調査の調査票から

同規則第６条第10号に掲げる事項のうち、売上高の取引状況の「売上高」及び「うち、モノの輸出

額」並びにモノ以外のサービスに関する国際取引の「海外からの受取金額」に関する内容を電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。以下同じ。）に記録することによって行う。 

※ 上記イにおいて、対象となる企業及び経済産業省企業活動基本調査の調査票から電磁的記録に記

録することとしている事項を規定する条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げが生じた場合は、改正

前の条、項又は号は、改正後の条、項又は号に読み替えるものとする。

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ）

 （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年： 年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

毎年７月上旬～８月下旬 

８ 集計事項 

別添２のとおり 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧）

（３）公表の期日 

調査実施年の翌年５月下旬までに公表 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

□使用しない

調査対象の範囲の画定及び集計結果の表章に当たっては、日本標準産業分類及び同分類に準拠した業種分



類を使用する。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

（１）調査票情報の保存期間 

・記入済調査票：２年

・調査票の内容を記録した電磁的記録：永年

（２）保存責任者 

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室長 



















表題 表題

①－01 本社企業回収状況（操業状況別） ③－01 現地法人企業数（本社業種別）

①－02 本社企業数（資本金規模別） ③－02 現地法人企業数（本社資本金規模別）

①－03 本社企業 常時従業者数、売上高及び輸出高（企業規模別） ③－03 現地法人常時従業者数（本社業種別）

①－04 現地法人からの受取収益（企業規模別） ③－04 現地法人常時従業者数（本社資本金規模別）

②－01 現地法人回収状況（操業状況別） ③－05 現地法人売上高（本社業種別）

②－02 現地法人企業数（国・地域別） ③－06 現地法人売上高（本社資本金規模別）

②－03 現地法人企業数（米国・州別） ③－07 現地法人経常利益（本社業種別）

②－04 現地法人企業数（中国・省別） ③－08 現地法人経常利益（本社資本金規模別）

②－05 現地法人企業数（設立・資本参加時期別） ③－09 現地法人研究開発費（本社業種別）

②－06 現地法人企業数（資本金規模別） ③－10 現地法人研究開発費（本社資本金規模別）

②－07 現地法人企業数（日本側出資比率別） ③－11 現地法人設備投資額（本社業種別）

②－08 現地法人企業数（売上高規模別） ③－12 現地法人設備投資額（本社資本規模別）

②－09 解散、撤退現地法人企業数 ④－01 現地法人企業数の推移

②－10 新規設立現地法人企業数 ④－02 現地法人常時従業者数の推移

②－11 常時従業者数 ④－03 現地法人売上高の推移

②－12 常時従業者数内訳 ④－04 現地法人経常利益の推移

②－13 売上高 ④－05 現地法人当期純利益の推移

②－14 売上高内訳 ④－06 現地法人設備投資額の推移

②－15 仕入高及び仕入高内訳

②－16 営業費用及び営業費用内訳

②－17 経常利益

②－18 法人税等

②－19 当期純利益

②－20 当期内部留保額

②－21 内部留保残高

②－22 出資者向け支払

②－23 社外流出額

②－24 研究開発費

②－25 設備投資額

②－26 財務営業比率

海外事業活動基本調査 集計事項 別添２



海外事業活動基本調査の実施の必要性

１．調査の目的・必要性

我が国は、少子高齢化やそれに伴う労働力人口の減少に直面しており、いかに生産

性を向上させ、経済活力を維持して力強い成長を継続していくかが、重要な課題とな

っている。

 近年、我が国企業の海外への進出は活発なものとなっており、海外生産比率もおお

むね上昇傾向にある。政府としても、こうした我が国企業の活動を支援するため、貿

易投資環境の整備に取り組んでいるところである。

 経済産業省では、国内においては、新規産業の創出、事業環境の整備等を柱とする

経済構造改革を推し進めており、企業にとって、魅力ある事業環境整備に努め、新た

な経済成長を目指すとともに、国際的には、ＴＰＰをはじめとする多国間協議の場に

おける国際ルール策定への参画や自由貿易協定等の二国間の枠組みにおける貿易・投

資のルール作りなど新たな国際経済秩序の形成への積極的な貢献のため、内外一体の

経済政策を実施している。

 これら経済政策を円滑かつ適切に進めていく上で、グローバル化が進む我が国企業

の国内事業活動だけではなく、海外事業活動も継続して的確に把握することはきわめ

て重要である。

 海外事業活動基本調査は、海外において事業活動を営んでいる我が国企業の売上高

や経常利益といった財務状況、設備投資や研究開発の状況及び地域ごとの取引状況等

のデータを基に、我が国企業の海外事業活動の現状を定量的に明らかにし、海外現地

法人の経営活動が国内外の経済に与える影響等を把握することにより、我が国の産業

政策、通商政策の企画・立案等に資することを目的とするものである。

また、政府はもとより、各種研究機関等、多方面から調査結果の二次利用が増加し

ており、これらに応えるためにも、我が国企業の海外における事業活動の実態を把握

することはきわめて重要であることから、今後も引き続き本調査を行う必要がある。

【政府内において想定される主な利活用】

［区分］

■重要な施策の立案・実施・評価のための基礎資料

□基幹統計など重要な統計作成への利用

□国際機関への提供など国際比較上の利用

□その他




